
  

 

第２章  業務概況 

１．企画調整関係 

 

（１）地域公共交通のリ・デザイン（再構築）について                         

 

鉄道やバス、旅客船をはじめとする地域公共交通は、お年寄りの方々の通院や買い物、学

生の通学をはじめとして、地域の暮らしや社会経済活動に不可欠な社会基盤ですが、人口減

少やモータリゼーションの進展等による長期的な利用者数の落ち込みなどにより、大変厳しい

環境に置かれています。 

こうした状況の中、お年寄りや学生をはじめとする自家用車による移動が難しい方々の移

動手段を確保することは、極めて切迫した課題となっています。特に、新潟県内は、豪雪地、離

島、中山間地を抱えており、他の地域にも増して、地域の移動手段の確保に向けた取組が重

要となっています。 

このため、国土交通省では、これまでも、路線バスや離島航路に対する運行費、鉄道の安

全性向上に資する設備の更新費等に対する支援を行ってきました。 

さらに、地域の関係者の連携・協働による取組を通じて、利便性・

持続可能性・生産性の高い形へと地域公共交通を「リ・デザイン」

していくため、令和５年１０月より本格的に施行される「改正地域

交通法」に基づき、法律・予算など様々な仕組みを措置していま

す。 

新潟運輸支局としても、これまで行ってきた地域公共交通の

確保・維持等の取組への支援を継続するとともに、各種制度に

関する周知や助言などを通じて、それぞれの地域の実情に応じ

た形で地域公共交通の「リ・デザイン」が進められるよう、地域の 

皆さまと取り組んでいます。 

                      

（２）観光の取り組み 

 

①観光の概況 

 

新潟県は、山岳や高原、海岸によって形成される自然景観、各所に湧出する豊かな温泉資

源、雪国情緒あふれる町並みやスキー場、旧家・名跡を満喫できるスポットなどを多く取りそろ

えたエリアです。 

春は色鮮やかな花畑や絢爛な桜、夏は花火や海水浴、秋は美しい紅葉、冬はスノーアクテ

ィビティなどの体験も充実しており、四季を通じて魅力満載の地です。 

また、綺麗な水で作られたお米やお酒、新鮮で美味しい海の幸が多いことに加え、地域に根

公共交通利用促進キャラクター 

「のりたろう」 
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付いた食文化（郷土料理）も魅力的です。 

 

 

 

 

 

 

 

②新潟県内における訪日外国人旅行（インバウンド）の促進にかかる取り組み 

 

我が国における観光施策は、急速な成長を遂げるアジアをはじめとする世界の国際観光需

要を取り込むことによって、日本の力強い経済を取り戻すとともに、人口減少・少子高齢化に

歯止めをかけるため、国内外からの交流人口の拡大や旅行消費によって地域の活力を維持

し、社会を発展させることを目的としています。 

そこで、訪日外国人に対し、新潟県の観光資源の魅力を高め、その価値を伝えていくため

には、中長期的な視点に立った観光地域づくりを行っていく必要があります。北陸信越運輸局

では関係省庁出先機関、県、観光関係者、交通関係者等との連携・調整を行い、地域におけ

る観光施策の推進を図っています。 

令和５年度は、村上市における公共交通機関空白地帯へのネイチャー・ライナーの運行に

よる新規コンテンツ造成に向けた実証事業や、長岡市山古志、蓬平、摂田屋地区における地

域に根付いた観光資源が集積する地域へのインバウンドの誘客促進に向けた施策検討に必

要な基礎資料を作成する調査事業、ならびに、上越市における地域・日本の新たなレガシー

形成事業として、上杉謙信の居城「春日山城」の復元実現可能性調査事業を実施しています。 

新潟運輸支局としても、北陸信越運輸局と連携し、インバウンドの促進に取り組んでいます。 

   

上越市 春日山城         長岡市山古志 棚池       村上市 笹川流れ 

 

（３）バリアフリー施策の取組み 

 

北陸信越運輸局では、鉄道、バス、旅客船などの輸送機関及び鉄道駅、バスターミナル、

旅客船ターミナルなど施設のハード面のバリアフリー化を推進するとともに、高齢者、障害者等

が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設にお

十日町市  初雪の棚田 上越市 高田城址公園観桜会 妙高市 苗名滝 
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ける誘導などのソフト面のバリアフリー化を推進しています。 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）において、市町

村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施

設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等

円滑化の促進に関する方針（移動等円滑化促進方針）及び移動等円滑化に係る事業の重

点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（基本構想）を作成するよう努めるものとされ

ています。 

まちなかにおける移動等の円滑化を図るためには、個々の施設のバリアフリー化だけでは

なく、建築物や道路等の連続性を確保した「面的・一体的なバリアフリー化」が必要不可欠で

す。この「面的・一体的なバリアフリー化」を図るためには、移動等円滑化促進方針及び基本構

想の活用が有効であり、各市町村において、これらの制度を活用した取組みがより進展する

ことが期待されています。 

令和５年３月末現在、県内において移動等円滑化促進方針を作成しているのは１市、基本

構想を作成しているのは９市町であり、未作成の市町村に対するプロモートを計画的に実施し

ています。 

また、高齢者、障害者等が安心して日常生活や社会生活を確保するためには、その社会

参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」が重要であり、それぞれが関心を持ち、理解を

深め、支え合うことができるようにするため、「バリアフリー教室」を始めとした各種の啓発・広報

活動、教育活動などを推進しています。 

 

（４）倉庫業の概況 

 

令和５年３月末の倉庫事業者数は、普通倉庫１４０者、水面倉庫１者、冷蔵倉庫３０者であり、

同年同月同日現在における倉庫保管面（容）積は資料編４（Ｐ２６）のとおり前年度と比べほぼ

横ばいで推移しました。 

また、令和３年度の受寄物の入庫量は、普通倉庫（１～３類、野積、貯蔵槽、危険品倉庫）が

３，６９１，７７８トン（対前年度比１００．２％）、冷蔵倉庫が２７１，６７８トン（対前年度比７８．５％）となり

ました。 

さらに、そのうち普通倉庫（１～３類）における品目構成について、紙・パルプが４１．０％、次い

で化学工業品が１５．５％であって、これらが入庫量の半数以上を占めていました。 

加えて、冷蔵倉庫における品目構成では、冷凍食品４６．８％、次いで冷凍水産物が１４．０％等

となりました（詳細は資料編５､６､７）。 

 

（５）安全・安心の取り組み 

 

①全国交通安全運動 

 

全国交通安全運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と
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正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向け

た取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に、毎年、春・秋の年

２回、中央交通安全対策会議交通対策本部（内閣府所管）決定の実施要綱により実施され

ています。新潟運輸支局は、同実施要綱の他、国土交通省の実施計画に基づき策定された

北陸信越運輸局実施計画により推進しています。 

 

【令和５年度の実施期間】 

春の全国交通安全運動 令和５年５月１１日から令和５年５月２０日 

秋の全国交通安全運動 令和５年９月２１日から令和５年９月３０日 

 

②年末年始の輸送等に関する安全総点検 

 

人流・物流が集中する年末年始において、輸送の安全等に対する意識の高揚を図るため、

輸送機関等に対する安全総点検を次のとおり実施しています。 

 

【主な点検事項】 

・安全管理（特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督 

体制）の実施状況 

・自然災害、事故発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築 

状況 

・テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取り組み、テロ発生時

の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

・新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドラインの遵守状況、新型インフルエン

ザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場に

おける感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況 

 

【令和５年度の実施期間】 

令和５年１２月１０日から令和６年１月１０日 

 

（６）物流効率化の取り組みの推進 

 

①物流施策の推進 

 

物流は、国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。一方、担い手不足、カーボ

ンニュートラルへの対応など、様々な課題に直面しており、いわゆる２０２４年問題への対応は

喫緊の課題となっています。さらなる物流効率化を進めていくためには物流事業者や一部の

荷主のみならず一般消費者も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、諸課

題の解決に向けた取組を進め、持続可能な物流の実現につなげる施策を強力に推進してい
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ます。 

 

②物流の効率化 

 

貨物の輸送手段をトラック輸送から鉄道・海運へと転換する「モーダルシフト」や輸送網の集

約化、共同輸配送や貨客混載などを進めるとともに、過疎地域等における輸配送の効率を向

上させるため、新たな物流手段として、ドローンの活用のための支援などを進めています。 

 

（７）環境保全の取り組みの推進 

 

①環境保全の取り組み 

 

我が国においても 2050 年カーボンニュートラルの実現が宣言され、２０３０年度の新たな温

室効果ガス削減目標として４６％削減（2013 年度比）を目指すこととされています。北陸信越

運輸局においても、２０２１年に取りまとめられた「国土交通グリーンチャレンジ」に基づき、本計

画を着実に実行し、持続可能で強靱なグリーン社会の実現に向けて、国民や企業等の意識

変更・行動変容を促す環境づくりを進めています 

 

②環境意識の啓発 

 

日本の CO2 排出量のうち、運輸部門からの排出量は１７．４％を占めています。運輸部門の

中では自動車が全体の８６．６％を占め、海運は５．５%、鉄道は４．１%、航空は３．７%となっており、

そのほとんどが自動車から排出されています。北陸信越運輸局では、エコ通勤やエコドライブ１

０の推進などにより環境保全の意識の啓発に取り組み、行動変容を促す環境づくりを推進しま

す。 
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